
『若手経営者・後継者のための経営力向上講座』受講申込書　※印は必須

※事業所名 業 種

※住　　所

※TEL

FAX

E-mail

※受講者氏名

※個人・企業情報の保護について　セミナーご応募の際にお伺いする個人情報は、日本商工会議所・和歌山県事業承継ネットワーク・和歌山県事業引継ぎ支援センター及び海南商工会議所と共有し、お問い合せへ
の回答といった連絡と本事業の円滑な遂行及び改善のための分析や、講演会の内容に応じた関連する情報提供に利用します。ご提供いただいた情報については、法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意が
あった場合、その他特別な理由のある場合を除き、第三者には提供いたしません。ご提供いただいた個人情報を正確に取り扱うよう努めます。

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

│日 　 時│	 2019年10月9日（火）	19：00～21：00
│会 　 場│	 海南商工会議所	会議室	(海南市日方1294-18)
│講 　 師│	 コンサルティングオフィスグローアップ
	 中小企業診断士・１級ＦＰ技能士
	 事業承継士
	 代表　細	田　	宏　氏
│定 　 員│	 30名
│受 講 料│	 無	料
│講座内容│	 １	若手経営者が気を付けなければならない
	 　	事業承継税制及び消費税軽減税率制度
	 ２	若手経営者・後継者が抱える「問題」とは　
	 　	～経営をともに考える場をつくろう～
	 ３	勝ち抜くための差別化「弱者の戦略」
	 ４	公的支援制度の活用について
	 ５	がんばれ若手経営者・後継者　　他
│申込締切│	 開催日の前日までにお申し込みください
│対 	 	 象│	 中小企業・小規模事業者・若手経営者・後継者・
	 幹部従業員等
│主 　 催│	 海南商工会議所	中小企業相談所
│共 　 催│	 海南商工会議所	建設・運輸業部会/海南商工会議所	製造業部会/海南商工会議所	青年部
│後 　 援│	 和歌山県事業承継ネットワーク	/	和歌山県事業引継ぎ支援センター
│お申込み│	 下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記問い合わせ先までお電話・FAX、メール、又はホームペー

ジ（http://www.kainan-cci.or.jp）内の申込フォームからお申込み下さい。
│お問合せ│	 海南商工会議所	中小企業相談所　
	 TEL：０７３−４８２−４３６３　FAX：０７３−４８２−７３７０　E-mail：info@kainan-cci.or.jp

2019年10月から実施される消費税軽減税率（複数税率）の導入・税率引き上げ等は、あらゆる業種の皆様に影響があり、特
に、これからを担う若手経営者・後継者の皆様には、事業を円滑に進め継続していくために常に細かなルールへの対応等につ
いて学んでいただく必要があります。
本講座では、消費税率引き上げや、軽減税率制度・事業承継税制に対する理解を深めるとともに、ベンチャー型事業承継の
概要・実践方法や自己分析を学び、適正に消費税を転嫁していけるよう支援すること目的とし開催いたします。家業の経営資
源に自身の経験やノウハウを掛け算して、新たな領域に展開する「ベンチャー型事業承継」について概要から実践まで学べる
良い機会ともなります。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

がんばれ若手経営者・後継者！
売上　資金　人材　…

ベンチャー型事業承継に向けて

若手経営者・後継者のための
経営力向上講座

消費税軽減税率・価格転嫁対策に資する本質的な経営力強化支援・事業承継・後継者育成支援

【講師プロフィール】
1973年和歌山市生まれ　
早稲田大学政経学部卒。地
元の銀行にて和歌山市、大
阪市、堺市内の中小企業融
資渉外業務、個人資産相談
業務を担当する。銀行と県の
相互派遣により、和歌山県商
工観光労働部企業支援専門
員（初代）となり「経営革新計
画」認定業務等の中小企業
支援を2年間担当した後、地
元中小製造業に入社し中小企業実務を幅広く経験。中小企業
診断士資格取得後、コンサルティングオフィスグローアップを
開業（海南市）し現在に至る。金融機関、県庁、中小製造業と多
様な実務経験を持ち、中小企業の現状を知り尽くした上で、実
効性のある伴走型支援を得意としている。

＜ベンチャー型事業承継とは？＞
若手後継者が、先代から受け継ぐ有形・無形の経営資源を活用
し、リスクや障壁に果敢に立ち向かいながら、新規事業、業態
転換、新市場参入など、新たな領域に挑戦することで、永続的
な経営をめざし、社会に新たな価値を生み出すこと


